
  

 

守秘義務・個人情報保護に関わる要項 
 

病院または学外施設実習（以下、「実習」という。）における個人情報保護について  

ここでの個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等に

より特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別する

ことが出来ることとなるものを含む）をいう。 

 

個人情報の取り扱いについて 

患者および利用者の人権を尊重しプライバシーの保護に十分配慮すること。 

実習には、誓約書を提出した学生のみが参加できる。誓約書は保証人氏名、学生氏名を自署し、捺印をしてオリエン

テーション時に提出すること。 

誓約に際しては、特に以下の事項について厳重な注意を払うこと。 

1) 個人情報は実習病院・施設の外に持ち出しを行わないこと。 

2) 実習中だけでなく、実習後も患者および利用者に関して知り得た全ての情報を第三者に漏洩しないこと。また、そ

の情報を実習病院・施設に無断で実習以外の目的に使用しないこと。 

3) 必要な患者および利用者の情報（コンピューターシステム内の情報を含む）以外を勝手に閲覧・参照しないこと。 

4) オーダリング、PACS、電子カルテシステムの利用者IDは慎重に管理し、他の者にID、パスワード等を伝えないこと。 

5) 情報を実習病院・施設の外に持ち出す場合は、個人を特定できないような状態（＊）にした上で、指導者に見せ持

ち出しの許可を得ること。  

6) 外部記憶装置で情報を実習病院・施設の外に持ち出す場合は、パスワードや指紋認証等の保護機能のついたものを

利用し、ハードディスクには情報を保存しないこと。 

7) PC上で情報を操作する際には、ネットワークに接続しないこと。 

8) 紙媒体で情報を実習病院・施設の外に持ち出す場合は、個人情報部分を切り取るなどの方法で匿名化すること。ボー

ルペン、マジック、修正液等で塗りつぶすことは不可とする。 

9) 情報は複製しないこと。 

10) 自宅に持ち帰った情報は不要になった時点で、回収できない方法で廃棄すること。 

11) 少しでも不明な点がある場合は自己判断をするのではなく、指導者に相談すること。 

12) 個人情報の取り扱いについて、適切でないと思われることがあった場合は、ただちに指導者、教務課に連絡をする

こと。 

＊特定できないようにする方法  

 以下の項目は決して記載しない。  

   氏名・生年月日・住所・電話番号・診察券番号・診療録番号・ 

 保険証番号・Ｅメールアドレス・医療者の氏名・病棟名・施設の名称 

 以下の項目については記載例に従うこと。 

  

 

 

項目 記載例 備考 

患者氏名 記号化する 

（イニシャル不可） 

― 

年齢 ○歳代 小児など、学習に必要な情報であれば、

年齢の記載も可とする。但し、他の情報

が全てブラインドされる必要がある。 

家族の氏名・年齢 続柄で記載 ― 

日付（入院日、退院日、手

術日、転科日 等） 

病日で記載 ― 

施設名 記載しない 施設長の許可が得られた場合には記載も

可とする。 

紹介元施設名 すべて「他院」と記載 ― 

人種民族・国籍 記載しない 学習に必要な場合には記載も可とする。 


